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入札公告(森林整備事業（保育間伐【活用型】外）請負：総合評価落札方式（標準型）) 
 

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。 
 
１ 競争入札に付する事業の概要 
 
（１）事業名及び事業内容、履行場所等 

事業名、事業内容及び履行場所等は次のとおりとする。 
なお、明示のないものについては、入札物件毎の物件明細書による。 

 
   １号物件 事 業 名：遅霧国有林３６森林整備事業（保育間伐【活用型】）請負 
        事業内容：保育間伐面積１２２．０２ha 
             集造材７，０００m3（C 材（３，２００m3）を含む） 
         履行場所：宮崎県都城市高城町 遅霧国有林３６か林小班外 
         履行期限：契約締結日の翌日から令和９年２月２６日まで 
                等級区分：素材生産（物品の製造）Ａ等級、Ｂ等級又はＣ等級 
 
   ２号物件 事 業 名：松ケ平国有林 3028 森林整備事業（保育間伐【活用型】）請負 
        事業内容：保育間伐面積１３５．５６ha 
             集造材４，２００m3（C 材（１，５２０m3）を含む 
        履行場所：宮崎県えびの市坂元 松ケ平国有林３０２８は林小班外 
        履行期限：契約締結日の翌日から令和９年２月２６日まで 
        等級区分：素材生産（物品の製造）Ａ等級、Ｂ等級又はＣ等級 
 
（２）本事業は、入札説明書に示す発注者の要求要件についての技術提案書に基づき、価格

以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（標準型）の
事業である。 

 
（３）本事業は、入札等を電子調達システムにより行う対象事業である。なお、電子調達シ 

ステム（https://www.geps.go.jp/）によりがたいものは、別添「電子入札案件の紙入札
方式での参加について」を提出し発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 

 
（４）本事業には、令和７年３月１日以降の公共工事設計労務単価を適用する。 
 
（５）本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。 
 
２ 競争参加資格 

本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。 
（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号（以下「予決令」という。））第 70 条

及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得

ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 
 
（２）令和７・８・９年度全省庁統一資格の「物品の製造（その他）」を有し、国有林野事

業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示（令和 4 年 2
月 15 日）に基づき、当該公告物件の予定価格の金額に相当する等級に格付されている者
であること。 

物件毎に必要とする格付等級は、上記１（１）の（各物件ごとの）格付等級とする。 

 
テキストボックス
※ 赤字訂正箇所





